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（中小企業労働相談所）

移転のお知らせ

山梨県県民生活センター及び中小企業労働相談所は、

平成２１年６月１日（月）から下記住所に移転しました。

◆移転先

〒

400-0035

山梨県甲府市飯田一丁目１－２０

山梨県

JA

会館５階

◆電話番号

（変更ありません）

消費相談 ０５５（２３５）８４５５

県民相談 ０５５（２２３）１３６６

ＦＡＸ ０５５（２２３）１３６８

〈移転に関する問い合わせ先〉

山梨県県民生活センター 相談・啓発スタッフ

ＴＥＬ ０５５（２２３）１５７１
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